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規　　　　　則

　福岡市立地区体育施設条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和 8年 1月 5日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市規則第 1号

　　　福岡市立地区体育施設条例施行規則の一部を改正する規則

　福岡市立地区体育施設条例施行規則（平成15年福岡市規則第25号）の一部を次のように

改正する。

　別表第 5福岡市立中央体育館専用駐車場の項の次に次のように加える。

福岡市立博多体育館専用駐車場 福岡市博多区山王一丁目

　　　附　則

　この規則は、令和 8年 3月 1日から施行する。

告　　　　　示

福岡市告示第 1号

　次のように福岡市下水道事業収納取扱金融機関の指定を取り消したので、地方公営企業

法施行令第22条の 2第 3項の規定により告示する。

　　令和 8年 1月 5日
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福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

1　金融機関の名称

　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

2　取消年月日

　　令和 8年 1月 1日

水　　道　　局

福岡市水道局告示第 1号

　地方公営企業法第27条ただし書の規定により、次のように福岡市水道局収納取扱金融機

関を定めたので、地方公営企業法施行令第22条の 2第 3項の規定により告示する。

　　令和 8年 1月 5日

福岡市水道事業管理者　　中　　村　　健　　児　　　　

1　金融機関の名称

　　楽天銀行株式会社

2　取扱店舗の範囲

　　全国の店舗

3　取扱事務

　　福岡市水道局の業務に係る公金収納事務の一部

4　指定年月日

　　令和 8年 1月 1日
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